
平成27年度から

データヘルス計画が始まります!
― 短期給付財政安定化計画〔データヘルス計画：第１期〕を策定 ―

　データヘルス計画とは、「日本再興戦略」の中の「国民の健康寿命の延伸」を目指す取り組みの１つです。共済
組合に蓄積された皆さんの医療・健診データを活用して、保健事業の実効性をより高めていくことで、「健康寿命
の延伸」に貢献します。

医療・健診データから健康課題を明確化するデータヘルス計画

組 合 員
被扶養者

組 合 員
被扶養者

医療機関を受診

医療データ 健診データ

レセプト（診療報酬明細書）
医療機関への受診状況や服薬状況など

健診を受診

各種健診結果
生活習慣病のリスクや経年変化など

共済組合

データ分析
皆さんの医療・健診データを分析して、当共済組合が抱える健康課題を明確にします。

■当共済組合の健康課題を明確化
・組合員、被扶養者の属性に応じた医療費構造や健康状態を把握
・所属所ごとの医療費や健康状態の特性を把握
・他の共済組合と比較して医療費や健康状態の特性を把握　など

保健事業を計画・実施
当共済組合の財政状況を踏まえて、健康課題
を解決するための保健事業を実施します。

保健事業を利用
組合員、被扶養者の皆さんが、それぞれに必
要な保健事業を利用することで、健康寿命の
延伸を目指します。

PDCAサイクルで保健事業を運営

愛媛県市町村職員共済組合

•保健事業の実施

•保健事業の検証•保健事業の修正

•健康課題の分析
•保健事業の企画

Plan
（計画）

Do
（実施）

Check
（評価）

Act
（改善）

データヘルス計画の実施に係る
個人情報の取扱い

　当共済組合が「データヘルス計画」を実施するにあたり、個人データについては、愛
媛県市町村職員共済組合個人情報保護に関する規程及び遵守すべき法令、ガイドライン
に沿った取扱い・対応をいたします。
　また、取り扱う個人データの項目や利用目的、共同利用者の範囲などについては下記
のとおりです。

【1】 個人データを利用する趣旨

　医療費分析・疾病分析を行い、健康課題を可視
化することにより、健康関連コスト及びリスクを
明確化し、疾病の重症化・長期化予防のための有
効な介入を実施することが組合員等の健康管理を
推進するうえで効率的、効果的であるため共同利
用として実施する。

【2】 共同して利用する個人データの項目
１．組合員証の記号・番号、氏名、生年月日、

性別

２．定期健康診断データ及び人間ドックデータ

のうち、特定健康診査と同等項目、受診医

療機関名

３．健康診断問診票

４．上記個人データは、匿名化したデータとし

て利用するように努めます。

【3】 共同利用者の範囲
１．所属所

２．愛媛県市町村職員共済組合

【4】 利用する者の利用目的

　組合員等の健康の保持・増進のため「データヘ
ルス計画」の実施事業である「生活習慣病重症化
予防対策事業」「がん予防対策事業」「所属所との
協働（コラボヘルス）」への利用及び当該実施事業
の評価・分析に資するため。

【5】 データ管理責任者

愛媛県市町村職員共済組合事務局長

【6】 データ提供の方法

　原則として、健診データは国が定める標準的な
データファイル仕様により、光ディスク又はこれ
に類する媒体に記録した電磁的記録をもって提供
する。

【7】 個人データの開示、訂正、利用停止

　本人から個人データの開示を求められたとき
や、訂正・利用停止等の求めが適正に行われたと
きは、原則としてそれに応じます。また、苦情に
も適切かつ迅速に対応します。

【8】 その他、個人情報の取扱いの詳細につ
きましては、当組合のホームページに
掲載していますので、ご参照ください。

http://www.ehime-kyosai.jp/

【9】 個人情報の取扱い及び管理についての
お問い合わせは、当組合で受け付けま
す。

＜窓口＞
　愛媛県市町村職員共済組合保健課厚生係
　TEL 089－945－6318

データヘルス計画に基づく共済組合の主な保健事業
生活習慣病・がん対策《健診・検査》

重症化予防対策《生活改善サポート》

その他の疾病予防

各種サポート事業

事業名称
対　　　象

実施方法
組合員 被扶養者

人間ドック利用助成 30歳～ 30歳～ １事業年度に１回１人27,000円（税込）を助成。互助会の補助金も
1,000円あり

脳ドック利用助成 40歳～ － ３事業年度に１回１人27,000円（税込）を助成。互助会の補助金も
1,000円あり

が
ん
検
診
等
補
助

ミ ニ ド ッ ク

大腸がん検査 ○ － 所属所が実施した検診を対象に１事業年度に１回実費相当額を補助

眼底検査 ○ － 所属所が実施した検診を対象に１事業年度に１回実費相当額を補助

HbA1c検査 40歳～ － 所属所が実施した検診を対象に１事業年度に１回実費相当額を補助

肺 が ん 検 診 ①デジタルCR検査
②ヘリカルCT検査 40歳～ － ①１事業年度に１回１人1,000円　②１事業年度に１回１人3,000円

所属所が実施した検診（①、②のどちらか）を対象に助成

胃 が ん 検 診 上部消化器X線検査 ○ － 所属所が実施した検診を対象に１事業年度に１回１人2,000円を助成

子宮がん検診 子宮頸がん（細胞診）検査 20歳～ － 所属所が実施した検診を対象に１事業年度に１回１人2,000円を助成

乳 が ん 検 診 マンモグラフィー検査 40歳～ － 所属所が実施した検診を対象に１事業年度に１回１人2,000円を助成

前立腺がん検診 PSA検査 50歳～ － 所属所が実施した検診を対象に１事業年度に１回１人1,000円を助成

特定健康診査 40歳
～74歳

40歳
～74歳

メタボを始めとする生活習慣病に的を絞った健診
共済組合が費用を負担

事業名称
対　　　象

実施方法
組合員 被扶養者

研
修
会
等
関
係

健康講習会補助 ○ － 所属所が開催する健康講習会を対象に、１所属所100,000円を限度に助成

ライフプランセミナー 50歳代 － 50歳以上の組合員を対象に１事業年度に３回開催

労働安全衛生業務担当者研修会 担当者 － 労働安全衛生業務担当者等を対象に１事業年度に１回開催

保
養
関
係

えひめ共済会館
利 用 助 成

通常宿泊 ○ ○
えひめ共済会館利用について、１人１泊2,400円（税込）助成。
公費出張は対象外。連泊は７日まで助成。助成回数制限なし

新婚・銀婚等 ○ ○
新婚・銀婚の組合員及び配偶者、勤続25年の組合員（既婚者除く）
を対象に、１泊２食実費相当額を１回限り助成

福祉施設利用助成 ○ ○
理事長が指定する施設を利用した場合に、１人１泊1,000円助成。
連泊は7日まで助成。助成回数制限なし

事業名称
対　　　象

実施方法
組合員 被扶養者

特定保健指導
40歳
～74歳

40歳
～74歳

特定健康診査の結果から、対象者を抽出し実施。保健師等による
面接、通信による生活習慣改善のための継続的な支援を実施

若年層に対する保健指導 ～39歳 －
健診結果などから、保健師等がメタボ対策が必要と判断した対象
者に生活習慣改善のため保健指導を実施

受診勧奨 ○ －
健診結果などを分析し、高リスクと判定された者のうち保健師等が必要と
判断した対象者に、適切な医療への早期アクセスを促し、重症化を防ぐ

事業名称
対　　　象

実施方法
組合員 被扶養者

インフルエンザ予防接種補助 ○ ○ １事業年度に１回１人1,500円（税込）を補助

はり・きゅう施術料助成 ○ ○
組合員は①はり又はきゅう１術１回に対し1,000円助成 ②はり・
きゅう２術１回に対し1,300円助成。被扶養者は組合員の７割を
助成。１日１回、月10回まで助成

電話相談・メンタルヘルス相談 ○ ○
電話・メールによる健康相談及び電話・メール・面接によるメン
タルヘルスカウンセリング。共済組合が費用を負担

県・市町連携によるメンタルヘルス対策 ○ ○ 組合員及び県職員に対するメンタルケア相談室を県内５カ所に設置

NEW

NEW


